
指定管理者候補者選定基本調書

所在地 川口市大字安行領家８４４番地の２

指定管理料

４期目

非公募

※非公募の場合は、下欄に理由を記述すること

現在、指定管理者として管理運営を行っている公益財団法人川口緑化センターは本施
設を管理するための法人として平成８年の開所時に設立され、事業者がこれまで培っ
てきたノウハウに基づく管理運営能力並びに農業・緑化産業団体等との間で構築して
きた信頼関係等の理由により、平成１８年４月から随意指定による指定管理者として現
在に至っている。
公の施設の適切な維持管理だけではなく、設置目的である本市の特産農業の振興とい
う特殊性を勘案する必要があることから、公募を行わず、公益財団法人川口緑化セン
ターを指定管理者として随意指定することが、最も適切かつ合理的であると判断したも
の。

所管課

指定期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間）

構造規模

施設規模　敷地面積 ８，１１３．５７㎡（国土交通省用地６１７㎡）
　　　　　　　延床面積 ４，６９６．７３㎡
施設構造　鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造５階建
施設内容　１階　　アトリウム、道の駅情報ターミナル　１，８９０．４３㎡
　　　　　　　２階　　資料展示コーナー、レストラン　　 　 　　８８１．０２㎡
　　　　　　　３階　　会議室　　　　　　　　　　　　　　　　    　　７３８．５１㎡
　　　　　　　４階　　事務室                                            ６８３．３０㎡
　　　　　　　５階 　 会議室、和室、庭園　                        ４５１．６８㎡
　　　　　　　塔屋                                                           ５１．７９㎡
　　　　　　　附属建物 屋外トイレ、軽食・自販機コーナー、屋外精算所

経済部農政課

２　募集概要

募集要旨
〔導入目的〕

指定管理による施設運営を実施することにより、施設の効果的・効率的な管理運営を
行い、市民サービスの向上及び経費の節減等を図るため。

選定種別

１　施設概要

施設名称 川口緑化センター

設置目的

川口の伝統産業である植木を中心とする花き等の特産農業の振興を図り、豊かな自然
環境の保全と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

【年額】 152,551,000円～158,234,000円

利用料金 有り
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指定管理者候補者選定基本調書

サービス業（緑化産業の振興及び施設管理）

法人の目的
植木・花と造園の特産農業の振興、豊かな自然環境の保全及び
緑化振興事業の促進を図り、もって伝統ある「植木の里」の健全な
る育成と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

代　表　者 理事長　瀧川　聡史

主な業種

３　経済部専門委員会における選定結果

経済部指定管理者候補者選定専門委員会において、法人が川口緑化センターの設置目的を達成す
るため設立された法人で、緑化センターの開所時から管理運営を担っており、施設を十分に理解して
おり、指定管理制度に移行した後においても、法人がこれまで培ってきたノウハウを十分に生かし、
施設の管理運営及び農業・緑化産業団体等との間で地道に構築してきた信頼関係等を築いてきたこ
とを評価した。
法人の財務についても、借入金が無い健全な経営を行っており、指定管理に重要な指定管理業務の
遂行の継続性について問題ないとのことであった。

今後も、施設の設置目的である、川口の伝統産業である植木を中心とする花き等の特産農業の振興
を図り、豊かな自然環境の保全と地域社会の発展に寄与することを目的として運営できると判断し
た。
また、モニタリングにおいても、施設の利用者からの評価が高く今後も期待できるとの意見であった。

以上のことを総合的に判断し、公益財団法人川口緑化センターを指定管理者候補者とすることに出
席委員全員が賛成し、当該法人の選定に至った。

　川口緑化センターの指定管理者候補者の選定については、所管部局の専門委員会で適正な選定
手続きがなされ、候補者として選定基準等に合致しているものとの判断を行った。

選　定　理　由

3.8

第一位指定管理者候補者

名　　称 公益財団法人川口緑化センター

代表団体

所　在　地

法人の事業 緑化産業の振興及び施設管理

川口市指定管理者候補者選定及び評価会議における意見等

川口市大字安行領家８４４番地の２

役員の状況 理事１４人、監事２人

専門委員会における
審査点数

第一次審査 第二次審査
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川口市経済部指定管理者候補者選定基準 

 

１ 基本方針 

  指定管理者には効果的・効率的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるもの   

であり、指定管理者の選定に当たっては、提案される事業計画の内容や利用者へのサー

ビス提供の内容などの管理運営能力やノウハウを総合的に評価を行う。 

 

２ 審査書類 

  審査は経済部指定管理者候補者選定専門委員会（以降、「専門委員会」という。）に 

提出された事業計画書、収支計画その他関係書類に基づき行う。 

 

３ 審査方法 

川口市指定管理者制度運用指針に基づき指定管理者候補者の選定にあたっては、 

専門委員会において、「公募の実施の有無に関わらず、事業者等から提出を受けた事業

計画書等の書類を、手続条例第４条の選定基準を具体化した評価項目によって審査し、

これに最も適合していると認められているものを総合的に判断し、指定管理者の候補

者を選定する」ものとしていることから、以下のとおり審査を行う。 

 

（１）審査基準 

ア 公の施設を利用しようとするものの平等な利用が確保されるものであるか 

イ 事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮されるものであるか 

ウ 事業計画の内容に沿った管理を安定して行う人的及び物的な能力を有する 

ものであるか 

    エ 収支計画の内容が、公の施設の管理経費の削減が図られるものであるか 

    オ その他 

   

（２）評価基準（５段階評価にて行う） 

   ５：優れている 

    ４：やや優れている 

    ３：普通（基準値） 

    ２：やや劣っている 

    １：劣っている 
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  （３）審査の流れ 

     選定専門委員会の各委員が関係書類を５段階の評価基準で審査を行う。      

    （ア）選定専門委員が審査項目について点数化を行う。 

    （イ）選定専門委員の合計得点（平均点）から指定管理者候補者の妥当性につい

て審査を行う。 
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※平均：小数点第２位四捨五入

Ａ
委員

Ｂ
委員

Ｃ
委員

Ｄ
委員

合計 平均

4 4 4 5 17 4.3

3 4 4 5 16 4.0

3 3 4 5 15 3.8

3 3 4 4 14 3.5

3 3 3 3 12 3.0

4 5 3 3 15 3.8

4 5 3 4 16 4.0

3 5 3 5 16 4.0

3 5 3 5 16 4.0

4 5 4 3 16 4.0

3 5 3 3 14 3.5

4 5 3 3 15 3.8

3 5 4 4 16 4.0

3 5 4 4 16 4.0

4 4 4 5 17 4.3

4 4 3 4 15 3.8

3 4 4 3 14 3.5

4 4 3 5 16 4.0

3 3 4 5 15 3.8

3 2 3 4 12 3.0

68 83 70 82 303 75.8

3.4 4.2 3.5 4.1 15.2 3.8

計

採点基準

５点　優れている　　　　　４点　やや優れている　　　　３点　普通

２点　やや劣っている　　　１点　劣っている

団体名

平均

公益財団法人川口緑化センター

オ その他

苦情・要望等に対する連絡体制、対応方法が明確
であるか

周辺施設、関係団体等との連携を構築できる計画
であるか

より多くの利用を図るために行う広報・ＰＲ活動
は計画されているか

エ

収支計画の内
容が、公の施
設の管理経費
の削減が図ら
れるものであ
るか

設備の保守点検、施設の清掃等の維持管理業務は
適正な内容であるか

指定管理期間中における収支計画は適正であるか

ウ

事業計画の内
容に沿った管
理を安定して
行う人的及び
物的な能力を
有するもので
あるか

人員配置計画及びローテーションは適切であるか

職員研修計画は適切であるか

専門的な資格、技術等を有する人材を有している
か

業務の一部委託は適切であるか

個人情報保護や情報公開の取扱いは適切であるか

再委託業者との連携が取れる計画となっているか

財務状況が示す団体の経営状況は適正であるか

危機管理対応は適切であるか

災害計画が適切に運用できる計画であるか

日常の警備計画は適正であるか

イ

事業計画の内
容が、公の施
設の効用を最
大限に発揮さ
れるものであ
るか

施設の設置目的を的確に把握しているか

施設の利用促進が図れる提案であるか

事業の提案は効果的であるか

川口市経済部指定管理者候補者選定専門委員会　審査結果

ア

公の施設を利
用しようとす
るものの平等
な利用が確保
されるもので
あるか

管理運営方針は公の施設として適切であるか

施設の利用者の公平性が確保されているか

公の施設名

審査基準 審査項目

川口緑化センター
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